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生産物分類の策定に寄せて 

2017 年 5 月に公表された統計改革推進会議「最終とりまとめ」において、GDP統計を軸
にした経済統計の改善策の一環として「GDP 統計の基盤となる産業連関表の供給・使用表
（SUT）体系への移行」が提唱され、SUT体系に移行するための基盤の 1 つとして生産物分
類を整備することが決定された。これを受け、総務省において生産物分類策定研究会が設置
され、2019年までに「サービス分野の生産物分類」が、2021 年までに「財分野の生産物分
類」が策定された。その後、日本標準産業分類（JSIC）第 14回改定の内容が決定された 2023

年 11 月以降 2024 年 2 月にかけて、分類の見直しや産業分類との整合性チェックなどが行
われ、2024 年 3 月、日本で初めての全分野を対象とした生産物分類が策定されることとな
った。この 7 年間の間に、生産物分類策定研究会は実に 35 回開催されている。 

生産物分類策定の主なメリットとして、以下の 3 点をあげることができる。 

1 つに、SUTの精度向上がある。SUTでは、供給表において各産業が産出する生産物を、
使用表において各産業が生産に使用する生産物を描くため、生産物分類が不可欠であるこ
とは言うまでもない。さらに、投入係数の安定性を高めるという観点や、一般消費者向けや
事業者向けといった需要先の異なる生産物を異なる部門として区分することにより、SUT

に基づいて推計される GDP の精度向上に資するといったメリットもある 1。 

2 つ目のメリットとして、生産物分類においては各生産物の質や用途といった需要側の
要因によって生産物を区分したことにより、市場規模の把握など需要サイドの分析を可能
にした点をあげることができる。さらにこのことは、生産物分類だけでなく、JSIC のあり
方にも影響を及ぼしている。生産物分類が策定される以前は、生産性比較など供給サイドの
分析を行う際にも、上述のような需要サイドの分析を行う際にも、常に JSIC に基づいたデ
ータを使用せざるを得なかった。そのため第 13 回改定以前の JSIC では、「需要／市場指向
型（market-oriented）」の分類基準と「供給／生産指向型（production-oriented）」の分類基準が
完全に混在した体系となっていた。これに対して 2024 年 4 月 1 日から施行された JSIC 第
14 回改定では、第 1、第 2 の分類基準として「供給／生産指向型」の基準が掲げられ、よ
り供給サイドの基準を重視する体系となった。これにより、需要サイドの分析を行う際には
生産物分類に基づくデータを適用し、供給サイドの分析を行う際には産業分類に基づくデ
ータを適用する、といったようなすみ分けが可能となり、データや分析精度の向上が期待さ
れる。ただし JSICでは現在でも第 3 の分類基準として「需要／市場指向型」の基準が示さ
れており、今後はさらなる体系の整理が課題となる。 
生産物分類導入の 3 つ目のメリットは、これまでに把握することができていなかった新

たな生産物の把握を可能にした点である。今回策定された生産物分類では、ソフトウェアや
                                                                                                                                                                   
1 SUT における生産物分類の役割については、宮川幸三（2023）「講座 SUT応用編No.3 供給・使用表
（SUT）における産業分類および生産物分類の適用」（『産業連関』, 31 巻 2 号, pp.19-30, 環太平洋産業
連関分析学会）に詳しい説明がある。 



新聞、雑誌等について、オンラインによる配信と、情報記録物や紙媒体といったオンライン
配信以外を異なる生産物として区分しているほか、知的財産関連の生産物に関してオリジ
ナルの生産と使用許諾サービスを区別するなど、新たな概念を導入することにより、これま
でにない詳細な生産物を部門として設定している。また、近年新たに登場した最新の財やサ
ービスについても、可能な限り個別の生産物としている。これらは生産物分類を導入して初
めて把握可能になったものであり、生産物分類の大きな成果の 1 つであるといえよう。 
今回策定された生産物分類は、「経済センサス－活動調査」や「経済構造実態調査」とい

った一次統計や、加工統計である SUT において使用されることが決まっている。今後は、
それらの一次統計や加工統計においていかにして生産物分類を有効に活用するか、といっ
た点について検討するとともに、それらの使用実績に基づいて、生産物分類自体をより良い
ものに改善する方策を考えることも重要であろう。我が国で初めての生産物分類が完成し
たことは、統計改革の第一歩として大きな成果であるが、これを実際の様々な統計データの
精度向上に活かすよう、さらなる改善を進めることが望まれる。 
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第１ 生産物分類策定の背景 

生産物分類とは、国際連合統計部が作成する中央生産物分類（ＣＰＣ：Central Product 

Classification）（以下「ＣＰＣ」という。）によると、経済活動の産出物である生産物につい

て、国内又は国際的な取引の対象となり得るすべてのもの及びストックに組み入れることが

できるすべてのもの（輸送可能財・不可能財及びサービス）を対象とした分類であるとされ

ている。 

国際標準統計分類のうち生産物分類に該当するものとしては、前述のＣＰＣのほか、アメ

リカ、カナダ、メキシコの北米３か国が作成した北米生産物分類システム（ＮＡＰＣＳ:North

American Product Classification System）（以下「ＮＡＰＣＳ」という。）、欧州共同体が作

成した欧州共同体生産物分類（ＣＰＡ：Statistical Classification of Products by 

Activity in the European Community）（以下「ＣＰＡ」という。）、世界関税機関（ＷＣＯ）

が作成した商品の名称及び分類についての統一システム（ＨＳ:Harmonized Commodity 

Description and Coding System）（以下「ＨＳ」という。）などがある（図表１－１）。 

一方、我が国には、現在、統計を商品別に表示する場合の標準分類として日本標準商品分

類（ＪＳＣＣ：Japan Standard Commodity Classification）（以下「ＪＳＣＣ」という。）が

存在する（ＪＳＣＣの分類構造を生産物の国際分類であるＣＰＣ、ＮＡＰＣＳ及びＣＰＡと

比較した図については図表１－２を参照）。しかし、同分類は、①移動可能な財のみでありサ

ービスに関しては未整備、②利用事例は少ない、③平成２年６月を最後に改定が行われてい

ない、などの状況にある。 

このような状況の中、平成 21年４月から全面施行された新しい統計法に基づき定められた

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21年３月 13日閣議決定）（第Ⅰ期基本計画）

においては、「日本標準商品分類におけるサービスの取扱いについて研究を進め、新たな統計

基準として設定することの可否を決定する」こととされた。これを踏まえ、総務省では、関

係府省及び学識経験者により構成される商品分類検討チームを開催し検討を行ったが、①各

種統計調査が対象とする産業分野の商品相互を比較する機会が多くないこと、②国民経済計

算の精度向上の観点から構築される商品分類体系が一次統計側の各行政ニーズと必ずしも一

致しないことなどから、統計基準としての設定は行わないこととされた。 

その後、第Ⅱ期基本計画（平成 26年３月 25日閣議決定）においては、「各種経済統計の精

度向上に当たっては、多面的な経済活動を把握するため、現在設定されていないサービスも

含めて、需要サイドの概念による生産物分類の構築が有益である」ことから、「サービスの分

野を含んだ生産物分類の設定に向け、段階的に検討を進める」こととされ、これを踏まえ、

総務省において改めて検討を進めていた。 

そうした中、平成 29 年１月に、内閣官房長官を議長とする統計改革推進会議が開催され、

抜本的な統計改革のための検討が開始された。平成 29 年５月 19 日に公表された同会議の最

終取りまとめにおいては、ＧＤＰ統計の精度向上を図るため産業連関表の供給・使用表（Ｓ

ＵＴ：Supply and Use Tables）（以下「ＳＵＴ」という。）体系への移行を行うこととされ、

そのための基盤整備として、「総務省は、平成 30 年度までに、サービス分野について用途の
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類似性による基準を指向した生産物分類を整備する。また、2023年度までに、財分野につい

ても上記基準を指向した生産物分類の見直しを行う」とされた（図表１－３、１－５）。また、

生産物分類の整備については、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（第Ⅲ期基本計画）

（平成 30年３月 6日閣議決定、令和２年６月２日閣議決定により一部変更）においても明記

された（図表１－４）。 

 これを踏まえ、総務省では、情報通信業、運輸業、宿泊業、飲食サービス業などのサービス

産業が生み出す生産物（サービス）を検討するため生産物分類策定研究会を開催し、我が国

で初めて、生産物（サービス）を分類する統計分類として、平成 31年４月に「サービス分野

の生産物分類（2019年設定）」を総務省政策統括官（統計基準担当）決定として整備した。 

 また、「サービス分野の生産物分類（2019年設定）」から引き続き、財分野についても生産

物分類策定研究会において検討を行い、令和３年５月に「財分野の生産物分類（2021年生産

物分類策定研究会決定）」を取りまとめた。 

 「公的統計の整備に関する基本的な計画」（第Ⅳ期基本計画）（令和５年３月 28日閣議決定） 

では、「生産物分類については、令和８年経済センサス－活動調査、産業連関表及びＳＵＴ等

への適用を図るため、次期日本標準産業分類の改定内容等を踏まえて必要な見直しを行い、

財分野とサービス分野からなる全体版を整備する」こととされ、これを踏まえ、総務省にお

いて令和５年 11月に生産物分類策定研究会を再開し、必要な見直し等を行った。 

 令和６年３月に総務省政策統括官（統計制度担当）決定された「生産物分類（2024年設定）」

は、「サービス分野の生産物分類（2019年設定）」及び「財分野の生産物分類（2021年生産物

分類策定研究会決定）」の夫々を見直すとともに、日本標準産業分類（令和５年７月告示）の

改定内容等を反映し、単一の分類に整理統合したものである。 
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図表１－３ 統計改革推進会議最終取りまとめ（平成 29年５月 19日）（抜粋） 

２．ＧＤＰ統計を軸にした経済統計の改善 

（３）生産面を中心に見直したＧＤＰ統計への整備

② ＳＵＴ体系に移行するための基盤整備

関係府省は、サービス分野を含め経済・産業構造の現状を的確に把握するため、以

下に掲げる取組を本年度から③のスケジュールに沿って順次進める。 

・ 総務省は、来年度までに、サービス分野について用途の類似性による基準を指向

した生産物分類を整備する。また、2023 年度までに、財分野についても上記基準を

指向した生産物分類の見直しを行うとともに、生産技術の類似性による基準に配慮

しつつ社会経済情勢に合わせた産業分類の見直しを行う。 

③ ＳＵＴ体系への移行に向けたスケジュールとリソースの確保

内閣府は、2021年度に年次ＳＵＴの改善を図る。産業連関表作成府省庁は、2020年

を対象年次とする産業連関表（2024年度公表予定）でサービス分野についてＳＵＴ体

系による作成等を進め、内閣府は、2025年度に予定される国民経済計算（ＳＮＡ）の

基準改定で、副業の生産構造や投入構造の把握改善による年次ＳＵＴの刷新に取り組

む。 

産業連関表作成府省庁は、2025 年を対象年次とする産業連関表（2029 年度公表予

定）からＳＵＴ体系に移行し、内閣府は、2030年度に予定されるＳＮＡの基準改定に

おいて、全産業の直接推計による年次ＳＵＴの構築に取り組む。 

図表１－４ 公的統計の整備に関する基本的な計画（平成 30年３月６日閣議決定、令和２

年６月２日閣議決定により一部変更）（抜粋） 

項 目 具 体 的 な 措 置 、 方 策 等 担当府省 実施時期 

イ 生産面を

中心に見直

した国民経

済計算への

整備 

○ 生産物分類の構築について、財及

びサービスの特性を踏まえて検討を

推進し、平成30年度（2018年度）ま

でにサービス分野について、令和５

年度（2023年度）までに財分野を含

めた全体について生産物分類を整備

する。 

総務省 平成 30 年度(2018 

年度)までにサービ

ス分野について、令

和５年度(2023 年

度) までに全体に

ついて生産物分類

を整備する。 
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図表１－５ 統計改革推進会議最終取りまとめ（平成 29年５月 19日）（抜粋） 
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第２ 生産物分類策定研究会の開催 

「統計改革推進会議最終取りまとめ」（平成 29年５月 19日統計改革推進会議決定）におい

て、総務省は、用途の類似性による基準を指向した生産物分類を整備することとされたこと

を踏まえ、生産物分類の策定に当たって学識経験者等の幅広い知見を得ることを目的として、

総務省政策統括官（統計基準担当）の研究会として、「生産物分類策定研究会」（以下「研究

会」という。）を平成 29年５月 26日に設置した。 

生産物分類のうち、サービス分野の生産物分類（情報通信業や運輸業等のサービス産業が

産出する生産物の分類。）については、平成 29年５月から平成 31年１月までに研究会を計 20

回開催し、財分野の生産物分類（農業や製造業等が産出する生産物の分類。）については、令

和元年６月から令和３年３月までに研究会を計 12回開催して検討を行った。 

その後、財分野とサービス分野からなる生産物分類の全体版を整備するため、関係各府省

庁等に意見照会を行い、寄せられた御意見に対して事務局にて対応案を検討し、研究会で議

論を行った。研究会は令和５年 11月に再開し、令和６年２月までに計３回開催した。主な検

討内容は、①日本標準産業分類第 14回改定の内容を踏まえた修正、②令和３年経済センサス

－活動調査で使用された実績を踏まえた課題に対する修正（サービス分野の生産物分類のみ）、

③社会で生み出された新たな財やサービスの状況を踏まえた修正のほか、生産物分類コード

の見直しについて検討を行い、令和６年３月に生産物分類（2024年設定）を総務省政策統括

官（統計制度担当）決定した。 

約７年間、計 35回にわたり開催された研究会は、研究会設置当初から５名の学識経験者で

ある構成員及び審議協力者から多大なご指導を得て終了することができた。 

＜生産物分類策定研究会＞

（構成員）

座長 宮川 幸三  立正大学経済学部教授

居城 琢 横浜国立大学国際社会科学研究院教授

菅  幹雄  法政大学経済学部教授

牧野 好洋  静岡産業大学経営学部教授

（審議協力者）

中村 洋一  法政大学名誉教授

（オブザーバー）（注）

内閣府、金融庁、こども家庭庁、総務省統計局、総務省情報流通行政局、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、日本銀

行

（事務局）

総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室

（注）研究会の検討議題によって、オブザーバーの登録状況は異なる。 
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第３ 生産物分類策定研究会における検討 

１ 生産物分類コードの検討 

１ 生産物分類コードの設定方法 

生産物分類コードの上４桁は、第 14回改定日本標準産業分類（令和５年７月告示）（以下

「ＪＳＩＣ」という。）と整合性のとれたコードに修正し、初期設定する。 

ただし、これまでの暫定分類コードで設定されていた統合分類細分コード（５桁、６桁

目）及び詳細分類細分コード（７桁、８桁目）に３の倍数を付番することは取りやめる。こ

れは、今後、分類項目を新設する場合に、暫定分類コードの３の倍数の間（１、２、４、５

…）に付番する場合や、付番された最後のコードの後に新たな３の倍数を付番する場合な

ど、生産物分類コードの扱いが煩雑になることを防ぐためである。 

さらに統合分類細分コード及び詳細分類細分コードをこれまでの２桁から増やし、新た

に振り直すこととする。 

  また、今後はＪＳＩＣ改定に伴う産業分類番号の変更のみによる生産物分類コードの変

更は行わないこととする。 

２ 今後のコードの振り方の整理 

生産物分類（2024 年設定）において設定された生産物分類コードは、今後、ＪＳＩＣの

改定による産業分類番号の修正等による影響は受けず、生産物分類の見直しによる生産物

分類コードの変更のみ行うこととする。 

また、生産物分類項目の内容は変わらず、単なる分類項目名の変更を行う場合は、生産

物分類コードは変更しない。 

① 分類項目の新規立項及び停止

分類項目を新規立項及び停止する場合は、生産物分類コードの振替は行わないことと

する。分類項目を新規立項する場合は、新たな生産物分類コードを付与し、分類項目を停

止する場合は、停止する分類項目の生産物分類コードは欠番扱いとする。 

また、例えば生産額等が著しく低下したことなどにより当該生産物分類項目を停止し、

バスケット項目等に併合して分類される場合、停止した分類項目がバスケット項目へ併

合された旨を改定資料に明記する。 

これは、今後も生産物分類の改定を定期的に行うことにより、生産物分類コードの修

正作業にかかるコストを軽減するためのほか、停止する生産物分類コードを欠番扱いす

ることにより、従前に設定されていた生産物分類項目を生産物分類コード単位で確認す

ることが可能であり、設定から停止までの生産物の経緯を明確に理解できることを期待

するものである。 

また、停止した生産物分類コードは復活させることが可能につき、生産物の盛衰がわ

かりやすくなることも期待できる。 
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図 生産物分類コードレイアウト例 

② 分類項目の分割

既存の分類項目を分割する場合は、統合する生産物のこれまでの生産物分類コードを

停止し、複数の生産物分類コードを新設する。 

③ 分類項目の統合

分類項目を統合する場合は、統合する生産物のこれまでの生産物分類コードを停止し、

新たな生産物分類コードを新設する。 

④ 統合分類間の移動

ある分類項目が統合分類間を移動する場合は、これまで設定されていた生産物分類コ

ードを停止し、移動先の統合分類内の詳細分類コードの最後（末尾 9999を除く）に生産

物分類コードを新設する。 

３ 生産物分類コードレイアウト 

生産物分類（2024年設定）に付与される生産物分類コードは以下のとおりとする。 

・生産物分類コード（11桁）

・その他のコード：需要先識別コード、後置符号

・生産物分類コード（11桁）

① ＪＳＩＣの分類符号

当該生産物に対応するＪＳＩＣ小分類（３桁）を充てる。ＪＳＩＣ中分類（２桁）レベルで

対応している生産物は３桁目を「0」とし、ＪＳＩＣ細分類（４桁）レベルで対応している

生産物は４桁目も付番されるが、それ以外は、４桁目は原則として「0」とする。 

なお、主たる産業が特定されない生産物については、ＪＳＩＣの分類符号を「9999」と

表示する。 

② 統合分類細分コード（５桁、６桁、７桁目）

「010」～「999」を使用し、「000」は使用しない。なお、「 999」は統合分類の「その他」項目

（バスケット項目）にのみ使用し、通常項目（バスケット項目以外の分類項目）には使用しな

い。 

初期設定では、「010、020、030…」と 10ごとに付番し、７桁目は統合分類の分割や統

合、類似した生産物分類項目を新設する場合に枝番として使用し、近しい統合分類を設

定する際に利用する。統合分類細分コード（５桁、６桁目）は最大 98、枝番（７桁目）

1 桁目 ２桁目 ３桁目 ４桁目 ５桁目 ６桁目 ７桁目 ８桁目 ９桁目 10桁目 11桁目  

※１ 需要先識別コード

※２ 後置符号
１ ６ ３ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ Ｕ 

 

①ＪＳＩＣの分類符号 ②統合分類細分コード ③詳細分類細分コード ※１ ※２
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は最大で９まで付番することとする。 

③ 詳細分類細分コード（８桁、９桁、10桁、11桁目）

「0000」～「9999」を使用し、「0000」は統合分類にのみ使用する。また、「9999」は詳細分

類の「その他」項目（バスケット項目）にのみ使用し、通常項目（バスケット項目以外の分類

項目）には使用しない。 

初期設定では、「0010、0030、0050…」と 20ごとに付番し、10桁及び 11桁目は、統合

分類の分割や統合、類似した生産物分類項目を新設する場合に枝番として使用し、近し

い詳細分類を設定する際に利用する。詳細分類細分コード（８桁、９桁、10 桁目）は最

大で 499、枝番（10桁、11桁目）は最大で 19まで増やすことが出来る。 

・その他のコード

※１ 需要先識別コード

需要先を識別するコード。 

「0」～「9」を使用する。専らの需要先が異なることがほぼ特定可能な場合は、以下の「1」、

「2」又は「6」から選定し、需要先が混在していて特定できない場合又は需要先が不明で

ある場合は「9」とする。 

「1」：事業者向け 

「2」：一般消費者向け 

「6」：輸出向け 

「9」：混在・不明 

※２ 後置符号

参考として設ける符号であり、全ての生産物に付番されるものではない。 

 「Ｃ」：専ら費用積み上げによる生産額を測定する生産物（Cost） 

 「Ｒ」：生産物に関連して把握が必要な収入項目（Reference） 

 「Ｕ」：賃加工品（Outsourced products） 

 「Ｋ」：くず・廃物（Kuzu・Haibutsu） 

15









２ 個別の検討 

（１）クリーンエネルギー関連生産物の新規設定について

検討年月日 １回目：第 34回研究会（令和５年 12月１日） 

２回目：第 35回研究会（令和６年２月２日） 

サービス分野と財分野の生産物分類を整理、統合するにあたり、事前に関係各所に生産物分類

に関する意見照会を行ったところ、産業細分類 6052「燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）」に

対応した生産物分類として、「電気自動車充電サービス」及び「燃料電池自動車向け水素充填サー

ビス」の設定をお願いしたいとの要望が寄せられた。 

事務局で検討した結果、「電気自動車向け電気」及び「燃料電池自動車向け水素」の供給サービ

スは、近年の世界的な脱炭素社会指向を受けて今後の進展が見込まれることから、統合分類「自

動車用動力源（ガソリン、軽油、LPGを除く）（小売）」を新設することとした。併せて、財分野の

生産物分類として、これらクリーンエネルギーを使用する乗用車、バス及びトラックを統合分類

「自動車（二輪自動車を含む）」の中に従来の詳細分類項目から分離して新規に立項することとし

て、これを第 34回研究会に提案した。研究会では、有識者から、水素ステーションや電気スタン

ドなどが無人の場合、新設しても事業所にならない（その結果、統計調査の対象から脱漏する）

のではないかとの意見があり、事務局から水素ステーションや電気スタンドを管理する場所が事

業所であることから問題にはならないと考える旨回答し、事務局案に対して概ね賛同を得た。 

このほかに、各種ハイブリッド車についても、従来の区分から分離することを検討し、詳細分

類「乗用車（ハイブリッド自動車、プラグハイブリッド自動車）（シャシーを含む）」を新規立項

した。 

また研究会では、二輪自動車についても、乗用車、バス及びトラックと同様に電動バイクを分

離できないかとの質問があり、第 35回研究会において、分類上分離したとしても、現状、実査の

段階では分離して把握することは困難であることから将来の課題とすることとされた。 
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（２）情報記録物複製とソフトウェア（情報記録物）の関係について

検討年月日 １回目：第 34回研究会（令和５年 12月１日） 

２回目：第 35回研究会（令和６年２月２日） 

サービス分野と財分野の生産物分類を整理、統合するにあたり、事前に関係各所に生産物分類

に関する意見照会を行ったところ、ＤＶＤやＣＤ等の電磁的情報記録物が両分野に記載されてお

り、名称も、それぞれ「ソフトウェア（物理的媒体）」及び「情報記録物」と異なることから、両

者の関係がわかりづらいとの指摘が寄せられた。 

「サービス分野」、「財分野」とは、元々、生産物を産出した産業を表す表現であり、一般に各

産業は複数種類の生産物を産出することから、同一の生産物が異なる産業から産出されることは

当然あり得る。本件は、物理的には同一だが産出元の違いにより流通経路が異なる生産物である

情報記録物を区別するために異なる名称で記載されたものである。具体的には、ソフトウェアに

係る権利を保有している企業は、これを格納した情報記録物を販売することが可能であるのに対

し、保有していない企業は販売することはできず、保有者からの委託を受けてこれを大量複製し

て委託者に納品するだけもので経済的意味合いが異なる。 

 そこで第 34回研究会では、事務局よりサービス分野の生産物分類に設定されている「ソフトウ

ェア（物理的媒体）」については、ソフトウェアの著作権を有する企業や事業所が、当該ソフトを

物理的媒体に記録したものと定義し、一方、財分野の生産物分類に設定されている「情報記録物」

については、ソフトウェアの権利を持たない製造事業所において、ソフトウェアの権利を持つ企

業からの委託により、情報記録物の大量複製を行った成果物とすると整理して、この案を提案し

た。 

 これに対して研究会では、事務局案は複製されたものを著作権の有無で区分するとしているが、

統計調査において著作権の有無を把握することは困難であり実際的でないとの意見等が出された。 

 これを踏まえ事務局では、第 35回研究会及びその後の座長との調整において、市場における販

売の有無により着目して、以下の経済的な意味の異なる分類項目として設定することとした。 

① 情報記録物複製：ソフトウェアに関する何らの権利を有していない事業所・企業が請け負う、

委託契約等に基づいた複製製造。成果物はすべて委託者に納品され、当然市場での取引は行われ

ない。 

② ソフトウェア（情報記録物）：ソフトウェアの権利を有する事業所・企業が自らのブランドで

出荷する、ソフトウェアを記録した情報記録物であり、市場で取引される。 
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第４ 今後の課題 

公的統計の整備に関する基本的な計画（令和５年３月 28 日閣議決定）（参考１）を踏まえ、

生産物分類の設定後においても、総務省を中心に今後の改定を見据えて引き続き検討に取り組む

必要がある。以下は、これまでの研究会の議論を踏まえて整理した課題であり、当面、これらの 

課題を中心に検討を進める予定。 

（１）改定に向けた検討について 

適時・適切な改定を視野に入れて、その時期や方向性、手法について検討する必要があ

る。生産物が生産活動の成果であることや、経済センサス－活動調査において日本標準産業

分類と併せて利用されていることを踏まえると、同調査及びＳＵＴ作成のタイミングやその

結果のフィードバックも踏まえつつ、少なくとも日本標準産業分類と時期をあわせた改定を

想定しておく必要がある。 

（２）統計基準としての設定を視野に入れた検討 

統計基準としての分類設定は、多数の統計に統一的な分類及び項目定義を与えることによ

り標準化を図り、利用者の便に寄与することを図るものである。しかしながら、生産物分類

の使用が予定される統計等は、現状、①経済センサス－活動調査、②経済構造実態調査、③

日本銀行の企業向けサービス価格指数のみである。より多くの統計等に使用される分類とす

るためには、例えば（４）階層構造の検討など、一層の見直しが必要である。まずは、活用

する予定、可能性やそれに向けた課題等について関係各府省庁等に確認を行いつつ、本分類

の認知度を高めるための広報に努める必要がある。 

（３）社会で生み出される新たな財やサービスの状況の継続的な把握 

経済・社会の変化を的確に捉え、これを反映した見直しを行うため、関係者の協力を得つ

つ、社会で生み出される新たな財やサービスの状況の継続的な把握とそれに基づく改定検討

に努める必要がある。この作業は、日本標準産業分類に係る継続的な検討と併せて行うこと

が有効であると考えられる。 

特に、デジタル、医療、金融、環境等の分野において、技術革新や新たなサービス形態の

創出など急速な発展が予想されることから、注視していく必要がある。 

（４）階層構造の検討 

本分類は、最も詳細な分類である「詳細分類」と、その直近上位の「統合分類」の２階層

の分類としている。経済センサス－活動調査等の一次統計の調査項目及び集計値の表章やこ

れを基礎データとするＳＵＴの部門設定及び推計方法等について利用がなされているところ

ではあるが、今後の本分類の利用範囲の拡大を見据えると、階層構造を備えた分類が必要に

なると考えられる。その在り方について、関係各府省庁等の意見を踏まえた検討を行う必要

がある。 

（５）各種統計調査実施部局との連携 

各種統計調査では、統計の作成目的に応じて分類項目の集約又は分割等を行うことにより調

査項目に適用していることから、各種統計調査の適用状況等を踏まえて課題を整理するため、

調査実施部局から分類に対する意見を聴取するなど、緊密に連携する必要がある。 
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生産物分類策定研究会の開催について 

平 成 2 9 年 5 月 2 6 日 

総務省政策統括官（統計基準担当）  

1 目的 

「統計改革推進会議最終取りまとめ」（平成 29 年 5 月 19 日統計改革推進会議決定）

において、サービス分野を含め経済・産業構造の現状を的確に把握するため、総務省

は、用途の類似性による基準を指向した生産物分類を整備することとされていること

を踏まえ、生産物分類の策定に当たって学識経験者等の幅広い知見を得ることを目的

として、「生産物分類策定研究会」（以下「研究会」という。）を開催する。 

2 検討事項 

(1) 生産物分類設定の基本的な考え方について

(2) サービス分野の生産物分類について

(3) サービス以外の分野の生産物分類について

(4) その他

3 構成及び運営 

(1) 研究会は、政策統括官（統計基準担当）の研究会として開催する。

(2) 研究会の構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。

(3) 研究会に座長を置く。座長は、政策統括官（統計基準担当）があらかじめ指名

するものとする。 

(4) 座長は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

(5) 座長が必要と認めるときは、構成員は、テレビ会議システムを利用して研究会

に出席することができる。 

(6) 議事については、原則として公開とする。研究会で配布された資料は、研究会

終了後公開する。ただし、座長が必要と認めるときは、非公開とすることができ

る。 

(7) 研究会終了後、速やかに議事概要を作成し、公開する。

4 庶務 

研究会の庶務は、統計委員会担当室の協力を得て、総務省政策統括官（統計基準担

当）付統計審査官が行う。 

資料１－２ 
参考資料

１ 生産物分類策定研究会の開催について
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（別紙） 「生産物分類策定研究会」構成員等 

（令和５年 11月８日現在） 

(敬称略) 

○ 構成員（五十音順）

居 城
い し ろ

琢
た く

 横浜国立大学国際社会科学研究院教授 

菅
す が

幹 雄
み き お

 法政大学経済学部教授 

牧野
ま  き の

好洋
よしひろ

 静岡産業大学経営学部教授 

宮川
みやがわ

幸三
こうぞう

 立正大学経済学部教授 

(審議協力者) 

中村
な か む ら

洋一
よ う い ち

 法政大学名誉教授 

○ オブザーバー

内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課課長補佐

金融庁企画市場局総務課調査室課長補佐

こども家庭庁長官官房 EBPM推進室統計係参事官補佐

総務省統計局統計調査部経済統計課課長補佐

総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室課長補佐

総務省統計局事業所情報管理課課長補佐

総務省統計局統計調査部調査企画課課長補佐

総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室課長補佐

財務省大臣官房総合政策課

文部科学省総合教育政策局調査企画課課長補佐

厚生労働省政策統括官付参事官（企画調整担当）付審査解析室室長補佐

農林水産省大臣官房統計部統計企画管理官付管理官補佐（統計調整班担当）

経済産業省大臣官房調査統計グループ統計企画室参事官補佐（企画担当）

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室参事官補佐（企画調整担当） 

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室参事官補佐（経済構造実態調査産業横断担当） 

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室参事官補佐（経済構造実態調査製造業担当）

経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室参事官補佐（経済センサス担当）

国土交通省総合政策局情報政策課課長補佐

環境省大臣官房総合政策課課長補佐

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

日本銀行調査統計局経済統計課統計総務グループグループ長

（事務局） 

総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官（統計基準・産業連関表・調査技術担当） 

統計委員会担当室次長 
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２．生産物分類策定研究会の開催実績 

サービス分野の生産物分類の検討

回 日 時 議 題 

１ 平成 29年５月 26日（金） 

10：00～11：30 

１ 生産物分類策定研究会の開催について 

２ 統計改革について 

３ 検討の進め方について 

４ 諸外国の生産物分類について 

２ 平成 29年６月 20日（火） 

10：00～12：00 

１ 生産物分類の構築に関する調査研究について 

２ 分類構成の在り方について 

３ 分類原案の作成方法について 

４ その他 

３ 平成 29年７月 28日（金） 

10：30～12：30 

１ 生産物分類の策定に関する意見等について 

２ 分類原案の作成方法について 

３ その他 

４ 平成 29年９月 15日（金） 

14：00～16：00 

１ ＳＵＴタスクフォースにおける審議状況について 

２ 生産物分類策定の基本的な考え方について 

３ 分類原案の作成方法について 

５ 平成 29年 10月 25日（水） 

13：30～15：00 

１ 生産物分類策定の基本的な考え方について 

２ 分類原案の作成方法について 

３ その他 

６ 平成 29年 11月 20日（月） 

13：30～15：30 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業（第１回）

７ 平成 29年 12月 22日（金） 

10：00～12：00 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｈ 運輸業，郵便業（郵便業を除く）（第１回）

８ 平成 30年１月 30日（火） 

10：00～12：00 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業（第２回）

（２）Ｍ 宿泊業，飲食サービス業

９ 平成 30年３月６日（火） 

14：00～17：45 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業

（２）Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業（第３回）

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第６回研究会（Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

（第１回）） 

（２）第７回研究会（Ｈ 運輸業，郵便業（郵便業を除く） 

（第１回）） 

25



10 平成 30年３月 22日（木） 

14：00～16：55 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｋ 不動産業，物品賃貸業

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第６回研究会（Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

（第１回）） 

３ その他 

11 平成 30年４月 24日（火） 

10：00～11：55 

１ 個別分野の検討について 

（１）本社及び持株会社のサービスの取扱いについて（案）

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第８回研究会（Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

（第２回）） 

（２）第８回研究会（Ｍ 宿泊業，飲食サービス業）

12 平成 30年５月 28日（月） 

14：00～17：00 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｏ 教育，学習支援業

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第９回研究会（Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業）

（２）第９回研究会（Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業

（第３回））

13 平成 30年６月 26日（火） 

10：00～12：00 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業

14 平成 30年８月９日（木） 

13：00～15：40 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｐ 医療，福祉

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第10回研究会（Ｋ 不動産業，物品賃貸業）

15 平成 30年９月６日（木） 

13：00～17：40 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｇ 情報通信業

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第12回研究会（Ｏ 教育，学習支援業）

16 平成 30年９月 20日（木） 

13：00～16：15 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｒ サービス業（他に分類されないもの）

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第13回研究会（Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業）

17 平成 30年 10月 29日（月） 

13：00～16：00 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｊ 金融業，保険業
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回 日 時 議 題 

18 平成 30年 11月 28日（水） 

13：00～15：50 

１ 個別分野の検討について 

（１）Ｑ 複合サービス事業

（２）Ｈ 運輸業，郵便業（うち49 郵便業（信書便事業を含

む）） 

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第11回研究会（本社及び持株会社のサービスの取扱いに

ついて） 

（２）第14回研究会（Ｐ 医療，福祉）

３ 産業横断的な課題の取扱いについて 

19 平成 30年 12月 19日（水） 

13：00～15：30 

１ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第15回研究会（Ｇ 情報通信業）

（２）第16回研究会（Ｒ サービス業（他に分類されないもの）） 

２ 産業横断的な課題の取扱いについて 

３ その他 

20 平成 31年１月 31日（木） 

15：00～18：10 

１ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（１）第15回研究会（Ｇ 情報通信業）

（２）第17回研究会（Ｊ 金融業，保険業）

（３）第18回研究会（Ｑ 複合サービス事業、Ｈ 運輸業，

郵便業（うち49 郵便業（信書便事業を含む））

２ 産業横断的な課題の取扱いについて 

（１）知的財産関連生産物の設定状況について

３ サービス分野の生産物分類（案）について 
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財分野の生産物分類の検討 

回 日 時 議 題 

21 令和元年６月 24日（月） 

10:00～11:30 

１ サービス分野の生産物分類（2019年設定）について（報告） 

２ 財分野の検討の進め方について 

３ 既存統計における品目分類及び諸外国の生産物分類につ

いて 

22 令和元年８月７日（水） 

10:00～12:00 

１ 第21回研究会におけるご意見を踏まえた対処方針につい

て 

２ 分類原案の作成方法について 

３ 令和元年度生産物分類の構築に関する調査研究について 

23 令和元年 10月 11日（金） 

10:00～12:00 

１ 個別分野の検討について 

・ Ａ 農業，林業、Ｂ 漁業

24 令和元年 12月 23日（月） 

14:00～16:00 

１ 個別分野の検討について 

・ Ｄ 建設業、Ｓ 公務

25 令和２年２月７日（金） 

13:30～16:30 

１ 個別分野の検討について 

・ Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

・ 第23回研究会（Ａ 農業，林業、Ｂ 漁業）

３ その他 

・ Ｅ 製造業における諸課題について

26 令和２年３月 31日（火） 

書面開催 

１ 個別分野の検討について 

・ Ｅ 製造業①（16 化学工業、17 石油製品・石炭製品製造

業、18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)、19 ゴム製

品製造業、20 なめし側・同製品・毛皮製造業、21 窯業・

土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業）

２ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

・ 第24回研究会（Ｄ 建設業）
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回 日 時 議 題 

27 令和２年６月 12日（金） 

書面開催 

（９:30～12:00 (注)） 

１ 研究会における意見等を踏まえた対処方針(案)について 

・ 第26回研究会（Ｅ 製造業①）

２ 個別分野の検討について 

・ Ｅ 製造業②（09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料

製造業、11 繊維工業、12 木材・木製品製造業（家具を除

く）、13 家具・装備品製造業、14 パルプ・紙・紙加工品製

造業、15 印刷・同関連業、32 その他の製造業）

３ その他 

28 令和２年８月４日（火） 

書面開催 

（９:30～12:00 (注)） 

１ 個別分野の検討について 

・ Ｅ 製造業③（24 金属製品製造業，25 はん用機械器具製

造業，26 生産用機械器具製造業，27 業務用機械器具製造

業，28 電子部品・デバイス・電子回路製造業，29 電気機

械器具製造業，30 情報通信機械器具製造業，31 輸送用機

械器具製造業）

２ 研究会における対処方針に基づく個別分野の再検討につ

いて 

・ 第26回研究会（Ｅ 製造業①：16 化学工業，17 石油製

品・石炭製品製造業，18 プラスチック製品製造業（別掲を

除く），19 ゴム製品製造業，20 なめし革・同製品・毛皮製

造業，21 窯業・土石製品製造業，22 鉄鋼業，23 非鉄金属

製造業） 

29 令和２年 10月９日（金） 

書面開催 

（９:00～12:00 (注)） 

１ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

・ Ｅ 製造業①（16 化学工業，17 石油製品・石炭製品製造

業，18 プラスチック製品製造業（別掲を除く），19 ゴム製

品製造業，20 なめし革・同製品・毛皮製造業，21 窯業・

土石製品製造業，22 鉄鋼業，23 非鉄金属製造業）

・ Ｅ 製造業②（09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料

製造業、11 繊維工業、12 木材・木製品製造業（家具を除

く）、13 家具・装備品製造業、14 パルプ・紙・紙加工品製

造業、15 印刷・同関連業、32 その他の製造業）

２ 卸売業、小売業で設定する生産物分類について 
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回 日 時 議 題 

30 令和２年 12月４日（金） 

書面開催 

（10:00～12:00 (注)） 

 

１ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

・ Ｅ 製造業③（24 金属製品製造業，25 はん用機械器具製

造業，26 生産用機械器具製造業，27 業務用機械器具製造

業，28 電子部品・デバイス・電子回路製造業，29 電気機

械器具製造業，30 情報通信機械器具製造業，31 輸送用機

械器具製造業） 

２ 用途の類似性（需要側視点）に基づく分類体系の構築につ

いて 

31 令和３年２月２日（火） 

書面開催 

（９:00～12:00 (注)） 

 

１ 個別分野の検討について 

・ Ｉ 卸売業，小売業 

２ 研究会において整理された対処方針とそれに基づく対応

について 

・ 用途の類似性（需要側視点）に基づく分類体系の構築 

３ 研究会における御意見を踏まえた対処方針(案)について 

32 令和３年３月 29日（月） 

書面開催 

（15:00～18:00 (注)） 

 

１ 研究会における議論等を踏まえた修正等について 

・ Ｉ 卸売業，小売業 

２ 生産物分類策定研究会において決定すべき事項について 

(1) 財分野の生産物分類(案)について 

(2) 用途の類似性（需要側視点）に基づく分類体系(案)につ

いて 

 

  

(注) 第 26 回以降の研究会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催とし

た。なお、第 27 回から第 32 回までの研究会については、構成員及び審議協力者とはＷｅｂ

会議による意見交換会を開催した。 
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サービス分野と財分野からなる生産物分類全体版の整備に関する検討

回 日 時 議 題 

33 令和５年 11月 8日（水）

9:00～12:00 

１ 生産物分類の検討の経緯と今後の検討スケジュールにつ

いて 

２ 生産物分類コードの取扱いについて 

３ 生産物分類項目の修正について 

４ その他 

34 令和５年 12月 1日（金） 

9:00～12:00 

１ 生産物分類項目の修正について 

２ 第33回研究会における議論等を踏まえた修正等について 

３ 生産物分類の骨子案について 

４ その他 

35 令和６年 2月 2日（金） 

10:00～12:00 

１ 第34回研究会における議論等を踏まえた修正等について 

２ 生産物分類(2024年設定)(案)について 

３ 生産物分類設定後の課題等 

４ その他 
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生産物分類（2024年設定） 

 

 総務省政策統括官（統計制度担当）では、生産物分類策定研究会での議論を踏まえて、「生産物

分類（2024年設定）」を取りまとめ、令和６年３月 18日に決定・公表した。 

 本文分類は、目的、生産物の定義、分類基準、分類構成及び分類コード等を記載した本文と、

別紙１「生産物分類コードについて」、別紙２「生産物分類表」から構成されている。 

 また、本体の解説となる参考資料として、参考１「生産物分類（2024年設定）の利用上の留意

点」、参考２「分類項目名、説明及び内容例示」がある。 

 これの資料は、以下の総務省ホームページに掲載されている。 

（総務省ホームページ） 

 https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/seisanbutsu/index_2024.htm 

 

掲載ページは以下のとおり。 

 

生産物分類（2024 年設定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

 

別紙１ 生産物分類コードについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

 

別紙２ 生産物分類表（2024年設定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 
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